
63 森林整備事業・治山事業（公共）
【１７４，８１９(１７９，０４２）百万円】

対策のポイント
・集約化し計画的に搬出間伐を行う者への直接支払制度や丈夫で簡易な

林業専用道の整備等を推進します。【森林整備事業】

・深層崩壊など激甚な災害をもたらした台風等により被災した山地等の

復旧整備や津波からいのちと暮らしを守る海岸防災林の整備を通じ、

安全・安心を確保します。【治山事業】

＜背景／課題＞

・食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」において、「森林・林業再生プランを推進する」や「震災に強い

農林水産インフラを構築する」とされています。

・利用期を迎えている人工林資源を活かし、持続的な森林経営を実現するためには、施

業の集約化、路網の整備、搬出間伐等の推進が重要です。

・京都議定書森林吸収目標1,300万炭素トン達成のためには、56万haの間伐が必要です。

・東日本大震災による被害に加え、台風第12号などによる豪雨等により山地災害が全国

各地で発生しており、国民の生命・財産を守るため、治山対策等を推進していく必要

があります。

政策目標
○平成32年の木材自給率50％達成に向けた路網整備や搬出間伐の推進

○森林吸収目標の達成に向けた間伐の実施（平成19年度から24年度の6

年間で330万ヘクタール）

○周辺の森林の山地災害の防止機能等が確保された集落の数を約5万2千

集落（平成20年度）から約5万6千集落（平成25年度）に増加等

＜主な内容＞

１．森林整備事業 １１７，３２５（１１８，１９７）百万円

（１）森林経営計画の認定を受けた者等を対象に、搬出間伐等の森林施業とこれと一

体となった森林作業道の整備を支援します。

【森林環境保全直接支援事業（公共） ２８，８４６（２９，４１２）百万円】

（２）丈夫で簡易な「林業専用道」の整備を図り、「森林作業道」等と併せて路網整

備を推進します。

【林業専用道整備対策（公共） １０，７７７（８，５１４）百万円】

※ 大規模な森林施業の集約化や民有林と国有林による共同施業等に取り組む地域に

ついては、日本再生重点化措置枠として、搬出間伐や高密度な路網の整備を重点的

に支援します。

（日本再生重点化措置「森林・林業再生対策」）



２．治山事業 ５７，４９４（６０，８４５）百万円

（１）局地的豪雨により被災した地域等において、民有林直轄治山事業の新規地区着

手等緊急的かつ集中的な復旧整備を推進します。

【復旧治山事業等（公共）３７，４８９（３８，８５５）百万円】

【うち、民有林直轄治山事業 ９，３８０（９，３０９）百万円】

（２）津波や飛砂・風害等に備えた海岸防災林等の整備や既存の防潮堤のかさ上げ等

の施設の機能強化を推進します。

【防災林造成事業（公共） ２，０６５※（２，１５４）百万円】

（※復旧・復興対策分を含めると４，１０１百万円の内数）

※ 山地の深層崩壊など激甚な災害により孤立集落が発生するおそれのある地域等に

ついては、日本再生重点化措置枠として、山腹の崩壊などの山地災害の防止対策を

重点的に支援します。

（日本再生重点化措置「集中豪雨等による災害防止対策」）

お問い合わせ先：１の事業 林野庁整備課（０３－６７４４－２３０３（直））

２の事業 林野庁治山課（０３－６７４４－２３０８（直））



平成2４年度概算決定内容現状と課題

平成２４年度林野公共事業予算について

結果
～東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本林業の再生～

森林整備事業 117,325（118,197）百万円
治山事業 57,494（ 60,845）百万円
上記のほか復旧・復興対策分 11,263百万円

森林・林業

震災復興対策

○ 東日本大震災による未曾有
の被害

・海岸部の保安林延長の約
２／３が被災

東日本大震災からの復興の円滑か 迅速な推進と活力ある日本林業の再生

森林整備事業

○搬出間伐等への支援
（直接支払制度の実施）

森林環境保全直接支援事業 ２８，８４６（２９，４１２）百万円
施業集約化促進対策（非公共） ２，５３０（ ３，０００）百万円

効率的で安定

再生プランの
着実な推進

２／３が被災

○路網整備の推進

・ 森林経営計画の認定を受けた者等を対象に、搬出間伐等の森林施業と、これと一体となった森林

作業道の整備を支援する直接支払制度を実施。併せて、施業集約化のための活動を行う者への支
援（非公共・ソフト）を一体的に実施。

○ 原発事故を踏まえた再生
エネルギーの推進

・木質バイオマス利用に向け
た搬出間伐の推進

林業専用道整備対策 １０，７７７（８，５１４）百万円

効率的で安定
した木材生産
の確立

森林・林業再生プラン

復興木材の供給、雇用の創
出、海岸防災林の復旧・再生、
山腹崩壊等の復旧が急務

・ 丈夫で簡易な「林業専用道」の整備を図り、「森林作業道」等と併せて路網整備を推進。
た搬出間伐の推進

※ 大規模な森林施業の集約化や民有林と国有林による共同施業等に取り組む地域については、日本再生
重点化措置枠として、搬出間伐や高密度な路網の整備を重点的に支援します。

（日本再生重点化措置「森林・林業再生対策」）

森林吸収目標
の達成

森林 林業再生プラン

○ １０年後の木材供給量
５０％以上達成

搬出間伐 推進 路網整備

○ 森林法改正、森林・林業
基本計画の策定

治山事業

○集中豪雨等に対応した復旧対策

・ 局地的豪雨により被災した地域等において 民有林直轄治山事業の新規地区着手等 緊急的かつ

復旧治山事業等 ３７，４８９（３８，８５５）百万円
（うち、民有林直轄治山事業 ９，３８０（９，３０９）百万円）

災害に強い安
全で安心でき
る地域の創造

○ 森林吸収源対策の最終

地球温暖化防止

搬出間伐の推進、路網整備
の加速化のための予算の確
保

○津波等に備えた海岸部の対策

局地的豪雨により被災した地域等において、民有林直轄治山事業の新規地区着手等、緊急的かつ

集中的な復旧・整備を推進します。

・ 津波や飛砂・風害等に備えた海岸防災林等の整備や既存の防潮堤の嵩上げ等の施設の機能強

化を推進します

防災林造成事業 ２，０６５※（２，１５４）百万円
（※復旧・復興対策分を含めると４，１０１百万円の内数）

豪雨災害への対応

○ 森林吸収源対策の最終
年度

５６万haの間伐の実施に
必要な予算の確保

化を推進します。

震災からの
復興再生

※ 山地の深層崩壊など激甚な災害により孤立集落が発生するおそれのある地域等については、日本再生
重点化措置枠として、山腹の崩壊などの山地災害の防止対策を重点的に支援します。

（日本再生重点化措置「集中豪雨等による災害防止対策」）

豪雨災害 対応

復旧・復興対策

・ 東日本大震災の被災地等において、海岸防災林の復旧・再生を図るとともに、間伐等の実施によ

る「災害に強い森林づくり」を進め、復興木材の安定供給を推進します。

森林整備事業・治山事業 １１，２６３百万円

被災箇所の早急な復旧整備
による安全・安心の確保

○ 台風による豪雨等が多発
し山地災害が各地で発生
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